
�２ 加 算 税

区 分
過少申告加算税 無申告加算税 重 加 算 税

相続人の数 金 額 相続人の数 金 額 相続人の数 金 額

本 年 分

過 年 分

合 計

人 千円 人 千円 人 千円

８０

２，４７３
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６２２，１０９

１１３

３２８
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１２，２９８
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９３，３３９

１

２７６

２７７

３，５８４

５５９，６２７

５６３，２１１

５－１ 課 税 状 況

�１ 本年分の課税状況

区 分 相 続 人 の 数 金 額

取 得 財 産 価 額

債 務 控 除 額

加 算 贈 与 財 産 価 額

課 税 価 格

相 続 税 額
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算 出 税 額

２ 割 加 算 額
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税 額 控 除
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贈 与 税

配 偶 者

未 成 年 者

障 害 者

相 次 相 続

外 国 税 額

計

差 引 税 額

納 税 猶 与 額

納 付 税 額

災 害 減 免 法 に よ る 免 除 税 額

遺 産 に 係 る 基 礎 控 除 額

人 千円

２０，９５２ １，９０１，８０１，３３５

９，２４７ １９７，４００，３５０

１，５２８ ５，０６１，０２８

※実 ２０，９５２ ※ １，７０９，４５２，７４３

２０，６２０ ３１８，０１６，４３０

６８１ ８１７，６８５

実 ２０，６２０ ※ ３１８，８３４，１１５

７２８ ６６０，７５６

３，７９６ ９２，５８６，２１２

３０３ ８３，２４８

２８３ ３０９，２２７

８２０ ２，３７７，７８７

－ －

実 ５，６４０ ※ ９６，０１７，２２９

実 １７，９５３ ２２２，８１６，８６５

１，０６９ ３２，００６，３２７

※実 １７，７０９ ※ １９０，８１０，５３８

－ －

６，８７２ ５９８，４６０，０００

調査対象等：平成１３年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１４年１０月３１日までの間の申告又は処理（更正、決定等）によ
る課税事績を「申告書、決議書等」に基づいて作成した。

用語の説明：１ 加算贈与財産価額とは、相続又は遺贈による財産を取得した者が相続開始前３年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価
額のことで、この受贈財産価額は、相続税の課税価格に加算することになっている。

２ ２割加算額とは、相続又は遣贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者がある場合、その者
の相続税額に加算されるその相続税額の２０％に相当する金額である。
３ 相次相続控除とは、同一相続財産について、１０年以内に２回以上相続が課せられる場合に、前回の相続税について課せられ
た税額の一定割合相当額を、後の相続の際に控除することである。

（注） １ 「遺産に係る基礎控除額」欄の人員は、被相続人の数である。
２ 「相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。

５ 相 続 税

９９




